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１．逗子市の概要について 

1-1.地勢、人口などについて                           

逗子市は、総面積 17.28平方キロメートル、人口 6万人弱のコンパクトな規模で、古く

から大規模な工場等のない住宅地として発展してきた経緯があり、逗子市内の住宅から市

外、県外への通学、就労者が多いという特徴があります。 

神奈川県の南東部、三浦半島の入口に位置し、北は横浜市、北西は鎌倉市、南は葉山町、

東は横須賀市に接し、西は相模湾に面しています。三方を山に囲まれているため他市町と

はトンネルでつながり、中央部を東から西へと田越川が流れています。また、東西にＪＲ

横須賀線、南北に京浜急行逗子線が走り、それぞれ区域を二分しています。 

1-2.土地利用の状況について                        

○市街化区域及び市街化調整区域（平成 28年 11月 1日県告示第 508号） 

区分 都市計画区域 計 

市街化区域 市街化調整区域 

面積（ヘクタール） 832 896 1,728 

○用途地域指定状況（令和元年９月 19日市告示第 132号） 

用地地域の種類 面積（ヘクタール） 構成比（％） 

住居系（第一種低層住居専用地域、第一種・第二種

中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域） 

774 93.0 

商業系（近隣商業地域、商業地域） 56 6.7 

工業系（準工業地域） 1.9 0.3 

合計 約 832 100 

1-3.気象状況について                           

令和５年中の平均気温、降雨量 （「2023消防年報(令和５年版)」より） 

月 1 2 3 4 5 6 

平均気温（℃） 5.9 7.7 12.9 16.2 18.4 22.4 

降雨量（mm） 9.0 37.5 101.0 75.5 297.0 274.0 

月 7 8 9 10 11 12 年間 

平均気温（℃） 26.9 28.5 26.4 18.8 15.2 9.7 17.4 

降雨量（mm） 43.0 48.5 111.0 90.5 56.0 31.0 1,174.0 



4 

 

２．逗子市の環境政策について 

逗子市の環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境

の保全及び創造に関する基本的な事項を定める計画である「第二次逗子市環境基本計画」

において、次のように定めています。 

 

「逗子市環境基本計画」では、逗子市の貴重な財産である自然環境と、そこに住む市民

の生活環境を守るため、『自然と人間をともに大切にするまち』を基本的な考え方とします。 

逗子市を取り巻く自然は、海や、市街地の三方を囲む丘陵の緑などが良好な状態で残さ

れています。この豊かな自然は、市民の暮らしに潤いを与えてくれます。 

わたしたちは、これからも、常に自然を守り、育み、地球に優しい持続可能な潤いのあ

るまちをつくり、自然と人間をともに大切にするまちの実現をめざして、この恵み豊かな

環境を、次の世代へとつないでいきます。 

この基本的な理念に基づいて、「自然を大切にするまち」「廃棄物による環境負荷が少な

いまち」「カーボンニュートラルを実現するまち」「暮らしと景観に配慮したまち」の４つ

のまちづくりを進め、『だれもが安全に安心して暮らす、地球に優しい持続可能な循環型都

市・逗子市』の実現を目指していきます。 

 

（「第二次逗子市環境基本計画」９ページ抜粋） 

 

この考えに基づき、年次報告書におきましても、4つの分野ごとに、事業の進捗を記載し

ます。 
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３．分野ごとの取組について 

3-1.自然を大切にするまち 

（１）緑 

 

 

 

１ 緑地の保全 【緑政課】 

 

2029年度の目標 1-1 市全域の緑被率約 60パーセントを維持する。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2022年度末） 

民有緑地維持管理助成事業を新設し、民有緑地の保

全に努めている。 
62.9% 

2029年度の目標 1-2 特別緑地保全地区を 3地区指定する。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

特筆すべき取組はなし １地区指定済み 

2029年度の目標 
1-3 名越切通周辺の歴史的風土保存区域内の枢要な部分が、歴史

的風土特別保存地区に指定されている。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

特筆すべき取組はなし 指定されている 

施
策
の
方
向 

○「逗子市緑の基本計画」に基づき、各種緑施策を展開する（緑政課） 

・都市公園や市所有の緑地等を適切に維持管理し、緑の保全に努める（緑政課） 

・公園、緑地の維持管理を市民等と協働する里親制度を促進するとともに、市民が

緑地等に愛着を持てるよう自然観察活動等を支援し、意識啓発を図る（緑政課） 

・都市計画手法による地域制緑地を適切に運用し、また、民有緑地の更なる保全に

向け、地権者の負担も軽減するよう、制度を整備する（緑政課） 

・適切に開発指導を行い、法令に基づく公園・緑地の設置を指導する。（まちづくり

景観課・緑政課） 
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２ 公園の整備・維持管理 【緑政課】 

 

2029年度の目標 
2-1（仮称）池子の森自然公園を、生物多様性等に配慮しつつ、

防災対策拠点的な性格を有する公園として整備する。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

米軍との共同利用地として適切に維持管理してい

る。 

2015 年２月に池子の森自然公園

開園 

防災拠点としての想定はない 

2029年度の目標 2-2市民１人あたり都市公園面積が 10㎡（平方メートル）になる。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

誰でもが安全で快適に利用できるように適切に維持

管理している。 
15.48㎡ 

2029年度の目標 
2-3 公園において里親契約を結んでいる箇所数の割合が 50％以

上になっている。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

里親契約を結ぶ者に消耗品を支給している。 57.0%（49公園） 
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（２）水辺（河川・海） 

 

 

 

１ 海岸の維持管理 【経済観光課】 

 

2029年度の目標 1-1 国際環境認証ブルーフラッグを継続して取得している。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

〇逗子小学校５年生を対象にブルーフラッグについ

ての出張授業が行われたほか、海岸組合やウォータ

ーパーク、インターアクトクラブなどのビーチクリ

ーンイベントでブルーフラッグの紹介が行われた。

また、スロープ付きの海の家が営業されるなど、車

いす利用者の利便性が向上し、バリアフリーの推進

にも取り組むことができた。 

ブルーフラッグ取得２年目となり、昨年に引き続

き広報活動に注力し、市ホームページや広報ずしで

の周知に加え、海岸中央にブルーフラッグ情報掲示

板を海岸組合の協力により設置し、来場者がブルー

フラッグ関連情報を一目で確認できるようにした。

また、JR逗子駅改札前及び海岸組合事務所にブルー

フラッグ取得の横断幕を設置や６月10日に行われた

逗子環境展で市の環境に対する取組の一つとして、

ブルーフラッグに関する展示を行った。 

〇現在の砂浜面積を維持するため、神奈川県に対し、

養浜対策を実施要請した。 

〇逗子海岸営業協同組合と協働で、

国際環境認証「ブルーフラッグ」を

２年連続で取得することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇投入量 1995㎥ 

  

施
策
の
方
向 

○安全で、生態系に配慮した、誰もが河川に親しむことができる整備を進める（都市整

備課） 

○公共下水道への接続及び分流化を促進する（下水道課） 

○国際環境認証ブルーフラッグの継続取得により、持続可能で良質な地域資源として、

だれもがファミリービーチとしての逗子海岸を次世代に引き継いでいくため、関係機

関、市民と協力して、美化活動や適切な海岸利用への誘導に取り組む（経済観光課） 

○関係機関と協力して、砂浜の形状保全や、水質の保全に努める（経済観光課） 
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２ 河川の維持管理 【都市整備課】 

 

2029年度の目標 2-1河川の親水施設を 4箇所整備する。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

親水施設の設置については神奈川県の事業であるた

め、神奈川県とは密に連絡を取り合い、状況を確認し

ている。 

親水施設整備済箇所数 ３箇所 

2029年度の目標 2-2アダプトプログラムによる河川管理の箇所数が６か所となる。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

河川等の清掃のご協力の意思がある方には、アダプト

プログラムへの参加を促している。 
河川管理の箇所数 ５か所 

３ 公共下水道の維持管理 【下水道課】 

 

2029年度の目標 3-1 水洗化率が 99％になっている。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

公共下水道への接続促進として、PR用品であるマン

ホールカードの配布や使用済みマンホール販売など

を行い、まず公共下水道に興味を持ってもらうこと

で、下水道への接続の促進を図った。 

また、未水洗家屋の水洗化について理解を求めると

ともに、改造費用に対する融資あっせんや利子補給

の助成制度について説明を行った。 

＊未水洗戸数 

 2022年度末：180戸 ⇒ 2023年度末：171戸 

目標を達成することができたが、今

後も継続的な啓発を行うことで水

洗化率の向上を図る。 



9 

 

（３）動植物（生物多様性） 

 

 

 

１ 様々な生態系の体験 【経済観光課】 

 

2029年度の目標 1-1 自然の回廊を活用したイベントを複数回支援している。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

〇観光協会と協働し、歴史的観点から見た自然の回

廊ハイキングイベントを実施し、新たな側面として

の魅力を発信し、ホームページでモデルコースとし

て紹介した。 

〇観光関連イベントとして、市観光協会「逗子旅＋

プロジェクト関連ウォーキング」を２回、JR東日本

主催「駅からハイキング」を１回、計３回の自然の

回廊を活用したイベントの開催に協力した。 

〇案内マップの配布や案内板の維持管理等での周知

活動に加え、自然の回廊プロジェクトメンバーと協

働で展示用回廊マップを作成し、体験学習施設スマ

イルでの常設展示を開始した。 

説明板の設置はできなかったが観

光協会との協働により自然の回廊

の新たな魅力を発掘し、またチラシ

の配架する場を広げるなど、多くの

人が自然の回廊を認知する機会を

設けることができた。 

  

施
策
の
方
向 

○生態系の多様性に配慮した緑地や河川の整備、管理を進める（緑政課、都市整備課） 

○逗子市内の山、海、川、史跡等を回廊として結ぶ自然の回廊プロジェクトを推進する

（経済観光課） 

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき、国、県等の調査や計画に基づき、

野生動物の保護に関する啓発、特定外来生物の捕獲等に取り組む（緑政課） 

○「ずしし環境会議」等の実施する自然観察会の活動への支援等による市民団体との協

働や、市内学校、幼稚園、保育園等の教育関係機関との連携を深め、動植物とふれあ

う地域教育を推進する（環境都市課） 
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２ 環境学習 【環境都市課】 

 

2029年度の目標 2-1市民団体による自然体験学習の参加者が年に約 200人になる。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

雨天等による中止があったものの、自然体験学習を年

３回実施した。 
参加者合計 52 人 

2029年度の目標 2-2市民団体等により実施する出前授業が各学校にて行われる。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

・逗子小学校 128 人 

・池子小学校 57人 

・沼間中学校 71人 

・逗子中学校 91人 

・久木中学校 141 人 

・教員向け 

小学校、中学校及び教員向けに市民団

体等による出前授業を実施した。 
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3-2.廃棄物による環境負荷の少ないまち 

（１）発生・排出抑制 ～リデュース、リユース～ 

 

施
策
の
方
向 

○「逗子市一般廃棄物処理基本計画」に基づき、各種施策を展開する（資源循環課） 

・ごみの発生・排出抑制の意識付けを図る（資源循環課） 

・事業系ごみ処理は、ごみ処理原価を踏まえ適正な手数料水準になるよう適切な時期に

見直しを図る。（資源循環課） 

・生ごみの資源化・減量化を進めるため、家庭用生ごみ処理容器等の一層の普及を図る

（資源循環課） 

・市民との協働により発生・排出抑制、再利用の啓発をすすめる（資源循環課） 

・公共施設、公共事業から発生する廃棄物の発生・排出抑制を図る（各課） 

 

 

発生・排出抑制 【資源循環課】 

 

2029年度の目標 
1-1 市民１人当たりのごみ排出量が１日当たり 797グラム以下にな

っている。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2022年度末） 

広報ずし、市ホームページ、生ごみ分別収集・資源化

についての市民説明会において、ごみ発生・排出の抑

制について周知・説明を行った。事業系ごみ処理手数

料について処理原価と乖離がみられること、また、近

隣市の状況を踏まえ、適切な金額を設定すべく手数料

改定に向けて、逗子市廃棄物減量等推進審議会へ諮問

し、答申を受けた。 

812ｇ/人・日 

2029年度の目標 
1-2 家庭用生ごみ処理容器等の助成件数が延べ 9,010件以上になっ

ている。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

家庭用生ごみ処理容器等の助成制度について、市ホー

ムページ、広報ずしによる周知、生ごみ分別収集・資

源化についての市民説明会でチラシの配布を行い、普

及促進を図った。  

8,103 件 
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（２）資源の再生利用 ～リサイクル～ 

 

施
策
の
方
向 

○「逗子市一般廃棄物処理基本計画」に基づき、各種施策を展開する（資源循環課） 

・分別収集品目の拡大、新たな資源化品目の検討を進め、資源化率（資源化量の総発生

ごみ量に占める割合）を高める（資源循環課） 

・資源物の分別意識の向上と分別排出の徹底を図る（資源循環課） 

・資源回収奨励金制度の合理化、活性化による資源化の促進を図る（資源循環課） 

・市民との協働により資源ごみの分別徹底の啓発をすすめる（資源循環課） 

・公共施設、公共事業から発生する資源ごみの分別の徹底を図る（各課） 

 

 

１ 生ごみの資源化 【資源循環課】 

 

2029年度の目標 
1-1 家庭用生ごみ処理容器等の助成件数が延べ 9,010件以上にな

っている。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

家庭用生ごみ処理容器等の助成制度について、市ホ

ームページ、広報ずしによる周知、生ごみ分別収集・

資源化についての市民説明会でチラシの配布を行

い、普及促進を図った。 

8,103件 

２ その他の廃棄物の資源化 【資源循環課】 

 

2029年度の目標 
2-1 資源化率が 61.4パーセント以上になっている。 

最終処分率が 0.3パーセント以下を維持している。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2022年度末） 

製品プラスチック、紙おむつ等の新たな資源化品目

の追加について、他自治体や国の動向等を見据え、

民間への業務委託について継続して検討した。 

逗子市廃棄物減量等推進員や自治会・町内会に対し、

ごみと資源物の分別方法、出し方について、周知啓

発を図った。資源回収用ネット容器を希望団体の地

域に 100箇所以上に設置し、資源物の回収促進を図

った。 

資源化率：45.9％ 

最終処分率：0.4％ 
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2029年度の目標 

2-2 燃やすごみに含まれる紙ごみが 36.7パーセント以下になって

いる。 

※現在燃やすごみに含まれている生ごみを分別収集することで、燃

やすごみ全体量が減量するため、燃やすごみに含まれている資源化

できる紙類の混入３割減を指標とし、生ごみ分別収集実施後の組成

として試算。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

廃棄物減量等推進員に対して、紙ごみの分別排出や

紙ごみの資源化・減量化に関する「紙リサイクル研

修会」を開催した。 

31.1％（生ごみ分別収集実施前） 

2029年度の目標 2-3 生ごみ分別率が 70パーセント以上を維持している。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

２市１町で広域連携に係る協議を行った。葉山町と

の生ごみ共同処理に係る事務委託議案の議決が第３

回定例会で可決され、生ごみ分別収集・資源化に関

する冊子を作成し、全戸配布して周知を図るととも

に市民説明会を開始した。 

未実施 
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（３）適正処理 

 

 

 

１ 適正なごみ処理 

２ 施設の維持 【資源循環課】 

 

2029年度の目標 
2-1環境クリーンセンター焼却施設長寿命化計画を策定し、計画的

な維持管理を行い、年間 20,000ｔの焼却処理を行っている。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

焼却施設の定期補修工事を実施したほか、設備機器の

劣化状況に基づいた計画的な整備（補修、交換等）を

行った。一般廃棄物収集・運搬業務委託、焼却灰の資

源化業務委託等について、役割分担を明確にし、計画

的に推進した。 

葉山町可燃ごみ全量を受入れ共同処

理を実施 

３ ごみ処理の広域連携の推進 【資源循環課】 

 

2029年度の目標 

3-1 鎌倉市の可燃ごみの一部を受入れ広域処理を行っている。葉山

町の生ごみ資源化処理施設での生ごみ資源化共同処理を行ってい

る。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

２市１町で広域連携に係る協議を行った。葉山町と

の生ごみ共同処理に係る事務委託議案の議決が第３

回定例会で可決され、生ごみ分別収集・資源化に関

する冊子を作成し、全戸配布して周知を図るととも

に市民説明会を開始した。 

未実施 

施
策
の
方
向 

○「逗子市一般廃棄物処理基本計画」に基づき、各種施策を展開する（資源循環課・環

境クリーンセンター） 

・ごみ分別の徹底について、さらなる意識啓発をはかる（資源循環課・環境クリーンセ

ンター） 

・環境クリーンセンターを適正に稼働し、ダイオキシン類等の有害物質について、関係

法令による基準を下回るよう測定監視を続け、適切に情報を公開する（環境クリーン

センター） 

・環境クリーンセンターの各処理施設について、計画的な修繕及び更新を実施し、適正

な稼働を維持する（環境クリーンセンター） 
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3-3. カーボンニュートラルを実現するまち 

（１）省エネルギーの推進 

 

施
策
の
方
向 

○「逗子市地球温暖化対策実行計画」の目標達成に向けて、温室効果ガス排出量削減に

取り組む（環境都市課） 

○市民・事業者による温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みを促進するため意識啓

発・支援を実施する（環境都市課） 

○「歩行者と自転車を優先するまち」に向けて、市民と協働して施策に取り組む（環境

都市課） 

 

 

 

温室効果ガス排出の削減 【環境都市課】 

 

2029年度の目標 
1-1 市内の電力を使用する全ての市所有（管理）施設において、

再生可能エネルギー100％の電気を導入する。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

市役所、消防本部、療育教育総合センター、体験学

習施設スマイルを再生可能エネルギー100％の電気

を導入した。 

16施設（73.5％） 

2029年度の目標 
1-2 市全体について、温室効果ガス排出量を 2013年度と比較して

46％削減する。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2020年度末） 

環境問題に関する意識啓発を図るため、ずしし環境

会議とイベント、講演会、出前授業などを実施した。 

さらに、再生可能エネルギーの利用及び温室効果ガ

ス排出量削減を促進するため、カーボンニュートラ

ル推進補助金を交付した。  

【温室効果ガス排出量】 

2013年：218千 t-CO2 

2020年：172千 t-CO2 

【削減率】 

21.10％削減 
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（２）再生可能エネルギーの利用促進 

 

施
策
の
方
向 

○公共施設の再生可能エネルギー設備を適切に維持管理するとともに、新たな施設を整

備する際には、再生可能エネルギー設備の設置を積極的に検討する（各施設の所管課） 

○市民の再生可能エネルギー設備導入に向けた意識啓発、支援を実施する（環境都市課） 

 

 

 

 

 

 

 

  

再生可能エネルギーの促進 【環境都市課】 

 

2029年度の目標 
1-1 市所有（管理）施設のうち設置可能な建築物等の 50％以上に

太陽光発電設備等を導入する。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

逗子小学校のパワーコンディショナーの故障によ

り、既存設備の撤去及び新規設備の設置方針を決定

した。 

導入率 67％ 

設置可能施設 18施設 

設置済施設 12施設 

2029年度の目標 
1-2市全体について、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発

電設備が 23ＭＷ以上稼働している。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2022年度末） 

カーボンニュートラル推進補助金を交付した。 4.9MW稼働 
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3-4.暮らしと景観に配慮したまち 

（１）良好な景観 

 

施
策
の
方
向 

○「逗子市景観条例」、「逗子市景観計画」等を適正に運用、実施する（まちづくり景観

課） 

・建築物の景観配慮指導等を通じて、逗子らしいまちなみの保全及び創造に努める（ま

ちづくり景観課） 

・関係機関と協議し、景観に配慮した公共施設の整備を推進する（まちづくり景観課） 

・市民との協働で開催するイベント等にて、景観に対する市民・事業者の意識啓発に努

める（まちづくり景観課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

良好な景観 【まちづくり景観課】 

 

2029年度の目標 
1-1 「まちなみデザイン逗子」を活用した啓発活動を年３回以上

実施する。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

・景観まちあるき 

・逗子葉山高校模型製作ワークショップ 

・逗子環境展展示 

・市民交流センターフェア展示 

・逗子トモイクフェスティバル展示 

「まちなみデザイン逗子」を活用

した啓発活動を年５回実施した。 
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（２）暮らしのための基盤整備 

 

施
策
の
方
向 

○逗子市まちづくり条例、逗子市の良好な都市環境をつくる条例などを適正に運用

し、適正な土地利用を誘導する（まちづくり景観課） 

○狭あい道路の整備を進めるとともに、逗子市交通バリアフリー基本構想に基づき、

安全安心に移動できる道路整備を進める（都市整備課） 

○路面電車やミニバス等の新たな交通システムの検討に取り組む（環境都市課） 

○関係機関とともに、急傾斜地の整備を進める（都市整備課） 

 

 

 

 

 

暮らしのための基盤整備 【都市整備課】 

 

2029年度の目標 1-1 金沢新道踏切について改良工事が完了している。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

神奈川県、JR、市で改良工事に関して協議を行った。 協議中 

2029年度の目標 1-2 狭あい道路の整備を進め、3,781 ﾒｰﾄﾙ整備済みとなっている。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

狭あい道路整備工事を 205.3 ﾒｰﾄﾙ整備した。  

総延長 2,038.5 ﾒｰﾄﾙが整備済み

となった。 

2029年度の目標 
1-3 防災工事費助成件数が 2023年度からの累計で 182件になっ

ている。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

防災工事費助成を 15件行った。 累計件数 15件 
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（３）生活環境の諸問題 

 

施
策
の
方
向 

○生活環境の諸問題について、関係機関と連携して、監視、測定し、実態の把握、市

民への意識啓発に努めるともに、問題が発生した場合は、速やかに対応する（資源

循環課、都市整備課、下水道課） 

○環境クリーンセンターを適正に稼働し、ダイオキシン類等の有害物質について、関

係法令による基準を下回るよう測定監視を続け、適切に情報を公開する（環境クリ

ーンセンター） 

○生活環境を向上するため、「歩行者と自転車を優先するまち」に向けて、市民と協

働して施策に取り組む（環境都市課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境の諸問題 【資源循環課】 

 

2029年度の目標 
1-1大気中の浮遊物質、水質汚濁の状況について関係法令の基準

を下回る。 

2023年度の取組内容 
達成状況 

（2023年度末） 

光化学スモッグ注意報等の発令時の対応（県実施伝

達訓練１回、注意報発令１回）、公害事案の処理（24

件）をした。深夜花火禁止条例に係る啓発等として、

広報板への掲示、花火販売店舗へのちらし掲示依頼

及び横断幕の設置（逗子海岸中央入口、渚橋）を行

った。 

目標を達成している。 

（深夜花火禁止条例に係る街頭

啓発については、新型コロナウイ

ルスの感染拡大の状況を鑑み、実

施を見合わせた。） 
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４．市民活動の促進と推進体制について 

市民一人ひとりが環境に配慮した行動を広げていくためには、市とともに逗子市環境基

本計画を推進している「ずしし環境会議」を中心に、環境に関心がある人、既に環境活動

を行っている人やグループ、それにこれまであまり取り組んでこなかった市民、事業者等

も加わって、ネットワーク化を図り、協力して取り組んでいくことが必要です。 

市では、今後も、「ずしし環境会議」をはじめとする多くの市民団体等の活動を支援し、

また、「ずしし環境会議」をはじめとする様々な市民団体等が連携し、取り組んでいくため

の体制づくりを進めていきます。 

また、市の次世代を担う子どもたちへの取り組みも重要です。子どもたちに直接伝える

ことのできる出前授業をはじめとする環境教育への支援や、環境の大切さを子どもたちに

伝えていく主体となる様々な世代が環境について知識を深めることができる体制づくりに

も取り組んでいきます。  

4-1.環境月間について 

（１）逗子市環境展 

逗子市環境基本計画の目的を推進し、市民の環境問題に係る意識の向上を図るため、

６月の環境月間にあわせ、市の環境政策や、一般公募団体による環境に関する取組の展

示をしました。 

【1】期  間  令和５年６月 10日（土）～６月 11日（日） 

10：00～16：00 

【2】会  場   逗子文化プラザホール ギャラリー 

【3】展示内容   

①市の環境政策の展示 

②一般公募による環境への取組の展示 

・生活協同組合ユーコープ（湘南２エリア会） 

・メルテック株式会社 

・鈑金工業株式会社 
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（２）ずしし環境会議展 

逗子市環境基本計画・行動等指針の目的を推進し、市民の環境問題についての意識向

上を図るため、６月の環境月間にあわせ、市とともに環境基本計画を推進するパートナ

ーである「ずしし環境会議」が活動内容の展示やワークショップを実施しました。 

【1】期  間   ６月 10日（土）～６月 11日（日）10：00～16：00 

【2】会  場  逗子市民交流センター 

【3】実施内容  まちなみと緑の創造部会、二酸化炭素削減部会、ごみ問題部会の部

会ごとに、パネル展示やワークショップ、講演会を実施 

 

 

 

 

 

 

 

4-2.かんきょう講演会について 

逗子市環境基本計画の推進を目的として、「ずしし環境会議」の企画・立案により、講演

会を行いました。 

それぞれの分野の学識経験者等を講師として講演会を開催することで、市民の意識啓発

を通じて、逗子市環境基本計画の推進を図るものです。 

 

「変わりゆく気候と近年の異常気象 海の役割・市民の役割」 

（講 師）米山 邦夫氏（国立研究開発法人海洋研究開発機構 地球環境部門） 

（日 時）令和６年２月 10日（土）14:00～16：00 

（参加者）27名 

（場 所）市民交流センター 第２・３会議室、後日 YouTube配信 
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4-3.出前授業について 

「ずしし環境会議」が、市内の小中学校等に出向いて、「まちなみと緑の創造」「ごみ問

題」「二酸化炭素削減」という 3つのテーマに沿った「出前授業」を行いました。 

 

実施日 対象 部会 内容 

令和５年８月 21日 教員向け夏期講習会 二酸化炭素削減 

地球温暖化の現状と対策 

再生可能エネルギーについて 

省エネルギー出前授業紹介 

令和５年９月 13日 
逗子小学校５年生 

（４クラス 128名） 
二酸化炭素削減 

楽しく実験。見つけよう私

にできるエコ 

令和５年 11月 21日 
池子小学校５年生 

（２クラス 57名） 
二酸化炭素削減 

楽しく実験。見つけよう私

にできるエコ 

令和５年 12月 13日 
沼間中学校３年生 

（３クラス  71名） 
二酸化炭素削減 地球温暖化の現状と対策 

令和６年１月 11日 
逗子中学校２年生 

（３クラス 91名） 
二酸化炭素削減 地球温暖化の現状と対策 

令和６年２月 29日

～３月１日 

久木中学校３年生 

（５クラス 141名） 
二酸化炭素削減 地球温暖化の現状と対策 
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５．環境マネジメントシステムについて 

本市は、平成 13年２月に国際規格ＩＳＯ１４００１の認証を取得し、事務事業等での環境

負荷への低減を図ってきました。職員の間に環境に対する意識が浸透し、一定の効果が得られ

たことから、平成 21年２月 27日に認証を返上しました。 

平成 21年度からは、逗子市独自の環境マネジメントシステムを運用し、市全体で取り組む

目標と、各課の職務に応じた目標を設定し行動しています。行動した後には点検し、見直しを

することで、環境負荷の低減を図っています。（平成 29年度以降、制度見直しにより休止中） 

 

６．地球温暖化対策実行計画の推進について 

 本市は、地球温暖化防止に向けた取組みを推進するため、「地球温暖化対策の推進に関す

る法律」に基づき、2017年（平成 29年）に区域の自然的、社会的条件に応じて温室効果ガ

スの排出の量の削減等を行うための実行計画として「逗子市地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）」を、2008年（平成 20年）に市の実施する事務事業に関わる地球温暖化対策の

計画として「逗子市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、地球温暖化防止に

向けた取組を推進してきました。令和５年度には、逗子市地球温暖化対策実行計画（事務

事業編）の期間満了に伴い、逗子市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）と逗子市地球

温暖化対策実行計画（事務事業編）を一元化し、昨今の地球温暖化を取り巻く社会情勢の

変化に対応した計画とする改定を行いました。 

１.区域施策編について 

（１）目標 

計画の期間は、「第二次逗子市環境基本計画」との整合性を考慮し、2017（平成 29）

年度から 2038（令和 20）年度までの 22年間としています。 

本市全域から排出される温室効果ガスを、2038（令和 20）年度において、2013（平成

25）年度比で 70％削減することを目標として定めています。（2030（令和 12）年度にお

いては、基準年度比で 46％削減を目標としています。）加えて、2038（令和 20）年度に

おいて、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備が 25.1MW以上稼働しているこ

とも目標として定めています。（2030（令和 12）年度においては、23MW以上の稼働を目

標としています。） 

 

（２）基準年度と 2020（令和２）年度の比較 

2020（令和２）年度における市内から排出される温室効果ガスの総排出量（二酸化炭
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素換算排出量）は 172千 t-CO2でした。基準年度の 218千 t-CO2からは、22.0％削減

となりました。 

※３か年度以前の結果が公表される、環境省の地球温暖化対策地方公共団体実行計画

（区域施策編）策定支援サイトの現況推計値を用いて集計。小数点以下の処理により、

各項目の和と合計が合致しないことがあります。 

項目 （基準年度） 

平成 25年度 

令和元年度 令和２年度 基準年度比 

産業部門 3千 t-CO2 4千 t-CO2 4千 t-CO2 33％増 

家庭部門 81千 t-CO2 70千 t-CO2 72千 t-CO2 11％減 

業務その他部門 77千 t-CO2 58千 t-CO2 51千 t-CO2 34％減 

運輸部門 52千 t-CO2 46千 t-CO2 41千 t-CO2 21％減 

廃棄物分野 4千 t-CO2 6千 t-CO2 5千 t-CO2 25％増 

合計 218千 t-CO2 183千 t-CO2 172千 t-CO2 21.1％減 

 

２.事務事業編について 

（１）目標 

2013（平成 25）年度を基準年度とし、2038（令和 20）年度までに本市の事務・事業

から排出される温室効果ガス総排出量を、70％削減することを目標として定めています。

（2030（令和 12）年度おいては、基準年度比で 46％削減を目標としています。） 

 

（２）基準年度と 2023（令和５）年度の比較 

2023（令和５）年度における温室効果ガスの総排出量（二酸化炭素換算排出量）は

8,294t-CO2でした。基準年度の 12,088t-CO2からは、31.4％削減となりました。（基準

年度比は、調整後排出係数を使用。） 

項目 （基準年度） 

平成 25年度 

令和４年度 令和５年度 

基礎排出係数 

令和５年度 

調整後排出係数 

基準年度比 

エネルギー起源の温

室効果ガス排出量（電

気、ガス、灯油、公用車

でのガソリンなど） 

7,828t-CO2 5,467t-CO2 9,018t-CO2 3,861t-CO2 51％減 

一般廃棄物の焼却に

伴う温室効果ガス 

排出量 

4,260t-CO2 4,821t-CO2 4,433t-CO2 4,433t-CO2 4％増 

合計 12,088t-CO2 10,288t-CO2 13,451t-CO2 8,294t-CO2 31.4％減 

 


